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112 戦略目標E

目標に向けて進捗を促す行動
以下の行動が、目標 17 の完全な達成を可能にす

ると考えられる。

 • NBSAP が、先住民や地域社会を含む国じゅうの
幅広い権利者及びステークホルダーの関与を得
て、開かれた協議的かつ参加的なプロセスを通
じて策定されるようにする。

 • NBSAP が、政府全体に認められた効果的な政策
手段として確実に採用されるようにする。

 • すべてのステークホルダーの参加を得て、対応
する指標やモニタリングのためのメカニズムと
ともに国内目標を設定したり、NBSAP がひとた
び策定されて実施されている間にも常に見直し
を行ったりすることにより、NBSAP が確実に最
新かつ生物多様性戦略計画 2011-2020 及び愛
知目標に沿ったものであるようにする。

 • 省庁間や部門間の調整のためのメカニズムや、
必要な人的資源と財源を確保するためのメカニ
ズム等、NBSAP を実施するために必要な制度的
な機構が確実に整備されるようにする。

表 17.1. ANBSAP を策定及び改定した国の数と B 改定された NBSAP の有効性（2014 年 7 月 27 日現在）

n=194 NBSAP

NBSAP を 1 回以上策定したことがある締約国 179

NBSAP を策定したことがない締約国 15

NBSAP を 1 回以上改定したことがある締約国 45

現在、NBSAP で 2014 年もしくはそれ以降までの目標を掲げている締約国 216 57

2010 年以降に採択された NBSAP をもつ締約国 26

n=26
NBSAPの
有効性

国別目標を含むよう NBSAP を改定した
はい 22

いいえ 4

国別目標と愛知目標とを明確に関連づけるよう NBSAP を改定した 8

指標を含むよう NBSAP を改定した 217
はい 10

いいえ 10

NBSAP がモニタリング制度によって支えられている（あるいは支えられる予定） 21

A

B






